
令和７年設楽町告示第 11 号 

 

設楽町不妊治療費等助成事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のよう

に定める。 

 

 

   令和７年３月２７日 

 

設楽町長 土 屋  浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年設楽町告示第１１号 

 

   設楽町不妊治療費等助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 

 設楽町不妊治療費等助成事業実施要綱（令和 4 年設楽町告示第 57 号）の一部 

を次のように改正する。 

 

第３条第１項に次の１号を加える。 

(3) 保険診療と併せて実施した先進医療 

 

様式第４（第７条関係）を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



1/1 

設楽町不妊治療費等助成事業実施要綱（令和４年設楽町告示第57号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（対象となる治療） （対象となる治療） 

第３条 助成金の支給対象となる不妊治療は、次に

掲げるものとする。 

第３条 助成金の支給対象となる不妊治療は、次に

掲げるものとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 保険診療と併せて実施した先進医療  

２ （略） 

 

様式第４（第７条関係） 

 

 

 

２ （略） 

 

様式第４（第７条関係） 
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